
頁 該当箇所 誤 正 更新日

832 左段 16行目
（見出し「4．医療機関間の連携強化」
の 5行目）

薬機法（正式名称：医薬品，医療機器等の品質，有効性及び安全性の
確保等に関する法律）第24条第1項の規定の考え方に基づき運用され，
これにより平時の厳格な規制の例外措置として機能する．

薬機法（正式名称：医薬品，医療機器等の品質，有効性及び安全性の
確保等に関する法律）第 24条第 1項の定める厳格な規制の例外措置
として機能する．
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正 誤 表

株式会社文光堂

（2026 年 6 月 4 日作成）
本誌におきまして，下記の通り記載内容に誤りがございました．訂正してお詫びいたします．


